
産業廃棄物収集運搬業許可証

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14条第 1項の許可を受けた者であることを証する。
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所

名

山梨県富士吉田市上吉田4824番 地の8
株式会社 ワン・ス リー

代表取締役 松浦 真吾

住

氏

膝恣粍蜜暑吾賃宅
称

許 可 の 年 月 日

許 可 の 有 効 年 月 日

令 和  7年 12月 15日

令 和 14年 12月 14日
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産業廃棄物の種類 紙 くず、木くず、繊維 くず、ゴムくず、金属 くず、がれき類

以上 6種類
※ただし、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を含み、水銀含有ばい

じん等を含まない。

れも特別管理産業廃棄物であるものを除く。上記のものは、いず

積替え保管の有無 無 し

積替え又は保管を行 うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとの積替え又は保管

を行 う産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げることができる高さ (積替え

又は保管を行 う場合に限る。 )

F斤  在   地 山梨 県富士吉田市上吉田4824番 地の 8
3. 85ポ

産業廃棄物の種類 ガラスくず 。コンクリー トくず (がれき類を除く。)及び胴磁怒 ず
以上 1種類

※ただし、石綿含有産業廃棄物を含み、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばい

じん等を含まない。

上記のものは、いずれも特別管理産業廃乗物であるものを除く。
→

`管
上 限 8.47

所   在   引 山梨県富士吉田市上吉田4824番 地の 8
而 3.85ポ
産業廃乗物 の種類 廃プラスチック類

以上 1種類
※ただし、石綿含有産業廃棄物を含み、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばい

じん等を含まない。

上記の ()のは、いずれも特別管理産業廃棄物であるものを除く。

保  管  上 罠 8. 47ポ

汚泥 K廃乾電池に限る。 )、 廃油、廃プラスチック類、金属 くず (廃乾電

池に限る。 )、 ガラスくず・ コンクリー トくず (がれき類を除く。)及び
陶磁器 くず

以上 5種類
※ただし、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を含み、水銀含有ばい

じん等を含まない。

上記のものは、いずれも特別管理産業廃棄物であるものを除く。

産 業廃乗物 の種類

積替 え保管の有無 有 り



4824 の 8
3. 85

以上 1種類
※ただし、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等
を含まない。

の

の の い で の

所   在   J 山梨 県富士吉 田市上吉 田 4824番 地 の 8
面 3. 85√
戸生来屍乗初 の種類 脅泥 (屍乾電池に限る。 )、 金属 くず (屍乾電池に限る。 )

以上 2種類
※ただし、水銀使用製品産業廃乗物を含み、石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばい
じん等を含まない。

上記 の ものは、いずれ も特別管理産業廃乗物 であ るもの を除 くぉ

l呆 管 上 十貫 7. 70♂
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許可の条件

無 し

の更

5 積替え許可の有無

6 規則第 9条の 2第 8項の規定による許可証の提出の有無

有

有

平 成 22年 12月 15日 新規許可
令 和  8年  2月  5日 許可の更新


